
「お弁当で市内飲食事業者を応援」事業 募集案内 

 

事業内容 

昨今の物価高騰や円安の影響により仕入れ原価が高騰している状況を鑑み、市内飲食

事業者を支援するため、市役所本庁舎１階市民ホールにて、ランチタイムにお弁当を

販売する機会を提供するものです。 

 

開催場所 

所沢市役所１階市民ホール 

 

開催時間 

午前１１時から午後２時（準備時間を含む） 

 

販売可能品目 

ランチタイムのお弁当 

 

販売方法 

① 市職員向けランチ出前弁当の受け渡し（事前予約制、当日販売なし） 

② ランチ弁当販売（事前予約なし、当日販売） 

 

応募方法 

販売方法①または②を選択し、申請書類を募集期間中に商業観光課に提出 

※受付は市役所の開庁日のうち、午前９時から午後５時まで（募集最終日は正午まで） 

※募集期間に複数の事業者から応募があった場合には、販売者を調整させていただき

ます。また、多くの事業者に機会を提供する趣旨から、初めて応募のあった事業者

を優先させていただきます。 

 

申請書類等 ※販売方法②を選択した場合には、❺から❼も必要となる。 

１ 申請書 兼 誓約書 

２ 飲食店営業許可書（写） 

３ 食品衛生責任者証（写） 

４ メニュー表（写真及び価格） 

❺ 営業届出（弁当販売業等）の控え（写）または保健所発行の届出証明書 

➏ 生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）証券（写） 

❼ (応募時には不要だが販売時に必要)食品表示６項目のシールを弁当に貼付 

 

 



応募資格  ※申請者は、次の要件を全て満たす者を対象とします。 

・所沢市内で飲食店、仕出し業を営む事業者 

・税金を滞納していない者（法人の場合、法人及びその代表者） 

・地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、入札参加制限を受けていない者 

・所沢市暴力団排除条例第２条に規定する各号に該当しない者 

・公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体との関係を有していない者 

・その他、市が販売を認める相手方として不適当と判断されない者 

 

応募条件及び注意事項 ※次の内容を同意・遵守していただきます。 

・将来的には市職員向けにお弁当の出前を検討している事業者であること 

・開催日以後１か月以内に、売上報告書を提出すること 

・食品衛生法、その他関連法令を遵守し、食中毒の防止に万全を期すること 

・庁舎の使用に関するルールを遵守すること 

・来庁者の往来の妨げにならないよう十分配慮すること 

・販売に必要となる物品の搬入・搬出は、来庁者及び庁舎施設に十分注意して、庁舎

東口より事業者各自が行うものとし、販売終了後は原状回復すること 

・庁舎の電気、水道、排水設備は使用不可とし、販売に必要な物品は事業者各自が用

意すること 

・事業者の責務で販売場所に廃棄物の分別回収箱等を設置し、購入者による廃棄物の

散乱・放置を防止するための対策を講じるとともに、販売終了後は必要に応じて清

掃を行い、廃棄物（排水を含む）は持ち帰り適正に分別処理すること（購入者が飲

食した弁当容器は、事業者がすべて回収し持ち帰る） 

・事業者の備品、販売品の盗難、破損及び紛失について、市は一切責任を負わないこ

と 

・販売に際しての事故、苦情等については、事業者がその責任の一切を負うこと 

・ここに記載のない事項であっても、市が必要な措置と認めたときは、その指示に従

うこと 

 

お問い合わせ 

所沢市 産業経済部 商業観光課 「お弁当で市内飲食事業者を応援」事業担当 

住所：所沢市並木一丁目１番地の１ 市役所別館 

電話：04‐2998‐9155 

F A X：04‐2998‐9162 

メール：a9155@city.tokorozawa.lg.jp 

 


